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明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の
公
園
利
用
か

ら
見
る
住
吉
公
園
の
成
り
立
ち

大
正
七
年
頃
の

住
吉
公
園
第
一
回
目
大
改
修
に
着
目

　

住
吉
公
園
の
成
り
立
ち
を
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の
公

園
利
用
か
ら
ひ
も
解
く
と
、ま
ず
住
吉
公
園
の
平
面
図
は
、

大
正
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
と
、大
正
七
年
か
ら
昭
和
十

三
年
ま
で
、昭
和
十
三
年
か
ら
野
球
場
な
ど
が
で
き
る
ま

で
、昭
和
六
十
三
年
か
ら
の〝
花
ふ
る
大
阪
〞事
業
に
よ
る

改
修
と
、四
つ
の
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、大
き
な
改
変
が
も
た
ら
さ
れ
た
大
正
七
年
頃
に

お
け
る
住
吉
公
園
の
大
改
修
に
着
目
し
ま
す
。（
下
図
）

　
当
時
の
住
吉
公
園
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。一

つ
は
狭
い
公
園
に
多
く
の
茶
屋
が
あ
り
、そ
の
た
め
風
紀
が

悪
い
こ
と
で
し
た
。も
う
一つ
は
松
樹
の
枯
損
で
し
た
。大
阪

府
で
は
改
修
の
た
め
の
調
査
を
実
施
し
、大
正
六
年
に
改

修
案
を
府
議
会
に
示
し
て
お
り
ま
す
。住
吉
公
園
の
大
改

修
で
は
、茶
屋
や
料
亭
を
公
園
の
中
心
か
ら
排
除
す
る
と

と
も
に
、そ
の
数
量
の
削
減
を
図
り
ま
し
た
。さ
ら
に
大
正

十
一
年
に
は
現
状
を
追
認
す
る
形
で
公
園
南
側・浜
口
町
一

帯
を「
芸
妓
居
住
地
」と
し
て
指
定
し
、住
吉
神
社
周
辺
の

貸
座
敷
や
芸
妓
を
こ
の
区
域
に
ま
と
め
る
な
ど
の
対
策
を

行
い
ま
し
た
。ま
た
、警
察
に
お
い
て
も
公
園
内
の
風
紀
取

締
り
を
強
化
す
る
こ
と
と
な
り
、そ
の
結
果
、茶
屋
、料
亭

等
は
営
業
困
難
と
な
り
、し
だ
い
に
民
家
へ
と
形
態
を
変
え

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
こ
と
が
、現
在
で
も
公

園
内
に
民
家
が
多
数
存
在
す
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
大
正
七
年
か
ら
始
ま
る
公
園
の
改
良
計
画
の
特
徴
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

①
池
は「
雅
致
」に
欠
け
る
と
さ
れ
、数
を
減
ら
し
、残
す
も

の
に
つ
い
て
雅
致
を
有
す
る
よ
う
変
更
。

②
運
動
場
は
極
め
て
狭
い
の
で
池
を
埋
め
立
て
た
部
分
を

以
て
拡
張
。

③
園
路
は
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、排
水
も
悪
く
、樹

林
地
を
踏
み
荒
ら
す
な
ど
問
題
が
あ
る
の
で
、系
統
的

に
園
路
を
改
廃
。

④
松
樹
が
最
も
枯
死
し
て
い
る
地
区
に
つ
い
て
は
樹
種
を

変
え
る
と
と
も
に
、圃
場
や
花
壇
に
変
更
。ま
た
周
囲
に

は
常
緑
濶
葉
樹
を
多
く
植
え
替
え
、さ
ら
に
枯
死
し
た

松
樹
を
補
植
。

　
実
際
、住
吉
公
園
の
改
良
計
画
で
は
、ま
ず
池
が
整
理
さ

れ
て
い
ま
す
。と
く
に
西
側
の
池
は
全
て
廃
止
さ
れ
運
動
場

に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。中
央
の
池
に
つ
い
て
は
趣
の
あ
る
心

字
池
に
作
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、園
路
は
計
画
的

に
配
置
さ
れ
各
施
設
を
回
遊
す
る
よ
う
に
廻
ら
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
し
て
、料
理
屋
、茶
屋
な
ど
が
公
園
の
中
心
部
か

ら
周
辺
部
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、特
に
南
海
電
車
の
東
側
へ
の

移
転
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。（
荒
木
美
喜
男・蕭
閎
偉
）

（
３
面
よ
り
）

　
右
図
か
ら
、大
改
修
後
以
後
の
近
代
公
園
の
新

し
い
形
態
が
、地
形
図
上
で
見
事
に
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、公
園
用
地
の
西
側
や
南
海
鉄
道
と
紀
州
街

道
を
走
る
阪
堺
線
と
の
間
は
、一
般
市
街
地
と
し

て
描
か
れ
、公
園
西
、公
園
南
、そ
し
て
長
峡
と

い
っ
た
新
町
名
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。住
吉
公
園

駅
が
公
園
の
玄
関
口
と
し
て
新
設
さ
れ
、大
大
阪

誕
生
と
な
る
一
九
二
五
年
の
合
併
直
前
の
住
吉

村
、粉
浜
村
、墨
江
村
、安
立
町
、敷
津
村
の
市
街

地
化
の
進
展
も
見
て
取
れ
ま
す
。今
は
な
い
、粉
浜

の
合
同
紡
績
工
場
や
敷
津
村
の
菖
蒲
園
も
そ
の

形
態
が
よ
く
見
て
取
れ
ま
す
。（
水
内
俊
雄
）

大正10年（1921）測図の1万分の1（住吉）の地形図：国土地理院

明治6年に開設された大阪府営住吉公園は、2023年に
開設150年を迎えます。「住吉公園 歴史探訪」では、住
吉公園150年記念事業として住吉公園の歴史をたど
り、開設当初からどのように利用され、どのような変遷を
遂げてきたか、悠久の歴史に想いを馳せてみたいと思い
ます。
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住
吉
公
園
一
五
〇
年
記
念
事
業

大正9年（1920）住吉公園平面図
農學博士 大屋霊城著「計畫・設計・施工 公園及運動場」より

公
園
創
設
期
関
連
史
料
を
読
む

寺
田
孝
重
所
蔵
・
大
阪
市
史
編
纂
所
寄
託

　
明
治
初
期
、住
吉
神
社
の
あ
る
大
阪
府
第
七

大
区
二
小
区
の
区
長
を
高
祖
父
で
あ
る
寺
田

忠
重
が
務
め
て
い
ま
し
た
。ま
た
、江
戸
期
よ
り

住
吉
神
社
の
重
要
な
所
領
で
あ
る
住
吉
郡
七

道
村
が
高
槻
藩
領
で
も
あ
っ
た
た
め
、当
家
が

庄
屋
職
を
兼
務
し
て
い
た
関
係
や
、当
地
域
の

郷
社
で
あ
る
大
依
羅（
お
お
よ
さ
み
）神
社
の

復
興
を
住
吉
神
社
が
行
い
、こ
の
と
き
の
幹
事

役
も
務
め
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、住
吉
神
社

の
公
園
化
に
関
し
て
各
種
の
関
与
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。と
く
に
明
治
八
年
住
吉

神
社
境
内
測
量
図
は
、忠
重
自
身
が
測
量
を

行
っ
て
お
り
、こ
の
方
面
の
技
術
も
持
っ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。（
寺
田
孝
重
）

住
吉
公
園
の
誕
生

ご
存
知
で
す
か
？
住
吉
公
園
は
日
本
最
初
の
公
園

　
住
吉
公
園
は
、明
治
の
新
政
府
か
ら
の
通
達
に

よ
っ
て
大
阪
で
最
初
に
指
定
さ
れ
た
公
園
で
す
。

草
創
期
は
住
吉
大
社
の
境
内
を
母
体
と
し
て
誕

生
し
、は
じ
め
は
歓
楽
遊
興
の
公
園
と
し
て
、後

に
は
都
市
型
の
府
営
公
園
と
し
て
、今
日
ま
で
府

民
に
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
近
代
日
本
の
公
園
は
、明
治
の
初
期
に
新
政
府

か
ら
の
通
達
に
よ
っ
て
設
置
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。明
治
六
年（
一
八
七
三
）一
月
十
五
日
に
政
府

か
ら
各
府
県
に
対
し
て
公
園
設
置
に
向
け
て
の

通
達
が
あ
り
ま
し
た
。（
太
政
官
布
達
第
十
六
号
）

正
院
達
第
拾
六
号 
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太　
政　
官

明
治
六
年
一
月
十
五
日

　
こ
れ
を
受
け
て
、大
阪
府
下
で
も
公
園
地
が
選

定
さ
れ
、同
年
の
八
月
二
日
、住
吉
大
社
の
境
内

全
域
を
も
っ
て
最
初
の
公
園
地
指
定
と
な
り
ま

し
た
。ま
た
、九
月
に
は『
公
園
地
規
則
』が
制
定

さ
れ
、名
実
と
も
に
住
吉
公
園
の
開
設
と
な
っ
た

の
で
す
。そ
の
後
、十
二
月
に
は
浜
寺
公
園
も
開

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
指
定
時
の
住
吉
公
園
は
、江
戸
時
代
ま
で
の
住

吉
大
社
の
境
内
地
す
べ
て
を
対
象
と
し
ま
し
た
。

そ
の
広
さ
は
相
当
な
も
の
で
、約
二
十
二･

二
ヘ
ク

タ
ー
ル（
六
万
七
千
百
四
十
一
坪
）も
あ
り
ま
し

た
。現
・
住
吉
公
園
は
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
で
す
か

ら
、当
初
の
領
域
に
は
現
・
住
吉
公
園
と
住
吉
大

社
の
ほ
か
、相
当
に
広
範
囲
を
含
ん
で
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。現
在
の
住
居
表
示
で
い
え
ば
、住

吉
区
の
住
吉
二
丁
目
九
〜
十
七
番
、長
峡
町
、住

之
江
区
の
浜
口
東
一
丁
目
、浜
口
西
一
丁
目
に
あ

た
り
ま
す
。

　
誕
生
時
の
公
園
は
、は
じ
め
は
従
前
通
り
に
神

社
側
の
管
理
が
継
続
さ
れ
ま
し
た
が
、ま
も
な
く

公
園
地
規
則
に
も
と
づ
い
て
取
締
人
に
移
管
し

ま
す
。こ
の
時
、住
吉
大
社
禰
宜
の
大
庭
発
、同
主

典
の
橋
本
光
全
の
神
職
二
名
が
初
め
て
公
園
取

締
人
に
就
任
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、明
治
七
年（
一
八
七
四
）五
月
に
は
公

園
地
の「
お
砂
持
ち
」勧
進
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
公
園
地
内
に
は
各
所
に
低
地
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、こ
れ
を
埋
め
て
地
な
ら
し
を
行
う
た

め
に
、広
く
庶
人
に
呼
び
か
け
て
砂
を
持
ち
寄
せ

て
造
成
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。記
録
に
よ
れ
ば
、

砂
持
ち
の
立
札
が
、日
本
橋
・
心
斎
橋
・
千
代
崎

橋
・
新
町
橋
・
本
町
橋
・天
神
橋
・
淀
屋
橋
と
い
っ

た
大
阪
を
代
表
す
る
七
橋
に
立
て
ら
れ
、住
吉
大

社
の
崇
敬
者
を
中
心
に
大
阪
近
隣
の
市
民
に
対

し
て
勧
進
を
募
っ
た
よ
う
で
す
。

　
や
が
て
、神
社
と
公
園
が
混
在
す
る
状
況
を
解

決
す
る
た
め
分
離
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。明
治
八

年（
一
八
七
五
）三
月
二
十
三
日
、住
吉
公
園
地

（
旧
住
吉
大
社
境
内
）の
内
、神
社
境
内
地
は
約

二
ヘ
ク
タ
ー
ル（
六
千
三
百
三
十
坪
）に
、新
た
に

住
吉
公
園
地
は
約
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル（
六
万
八
百

十
一
坪
）に
分
割
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
の
測
量
実

施
や
区
割
変
更
な
ど
を
経
て
、最
終
的
に
は
公
園

地
を
約
十
二･

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、神
社
境
内
地

は
約
五･

八
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、そ
の
外
は
官
有
地
・

民
有
地
と
し
て
除
外
し
て
、明
治
十
年（
一
八
七

七
）二
月
三
日
付
で
登
記
と
な
り
ま
し
た
。現
在

は
公
園
地
の
大
半
が
国
有
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
小
出
英
詞
）

明治８年住吉公園地の面積変更に関する通達文書
「地第廿九号」
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明治8年（1875）10月住吉公園測量図
寺田家文書　大阪市史編纂所 寄託

明治6年（1873）『大阪府公園地規則』：住吉大社蔵

『摂津国一之宮住吉社御境内領地絵図面』江戸後期：住吉大社蔵

『
大
阪
府
公
園
地
規
則
』の
内
容

一
公
園
内
に
居
住
す
る
神
官
・
僧
侶
は
、地
税
の
上
納

は
必
要
な
い
の
で
、左
に
挙
げ
る
項
目
を
怠
り
な
く

勤
め
る
こ
と
。

一
公
園
と
い
う
も
の
は
、由
緒
あ
る
景
勝
の
地
が
破

壊
・
衰
退
し
な
い
よ
う
に
、長
く
風
景
を
維
持
し
、す

べ
て
の
市
民
が
楽
し
む
た
め
の
趣
意
で
設
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、花
や
木
を
育
成
す
る

こ
と
に
反
す
る
者
が
無
い
よ
う
に
、出
来
る
限
り
の

注
意
を
お
こ
な
い
、万
が
一
に
も
犯
す
者
が
あ
れ
ば

こ
れ
を
取
り
押
さ
え
て
、す
み
や
か
に
当
局
に
届
け

出
る
こ
と
。

一
公
園
内
に
あ
る
神
社
・
仏
塔
は
、従
来
の
と
お
り
神

官・僧
侶
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
。

一
周
囲
の
垣
や
塀
が
壊
れ
た
場
合
は
、官
幣
社（
住
吉

大
社
）は
官
に
申
し
出
る
こ
と
。そ
の
ほ
か
の
両
寺

（
箕
面
瀧
安
寺
・
四
天
王
寺
）は
、官
地
に
居
住
す
る

者
の
中
か
ら
、そ
れ
相
当
の
経
費
を
出
し
て
そ
れ
ぞ

れ
修
理
を
加
え
て
申
し
出
る
こ
と
。

一
道
路
の
修
理
は
、以
前
に
大
蔵
省
よ
り
通
達
さ
れ
た

内
容
に
基
づ
い
て
、そ
の
所
属
の
村
々
に
そ
の
旨
を

申
し
入
れ
、工
事
時
に
は
人
々
の
往
来
に
不
便
に
な

ら
な
い
よ
う
、注
意
し
て
取
り
進
め
る
こ
と
。

一
掃
除
人
を
公
園
ご
と
に
一
人
ず
つ
置
く
。給
料
は
年

三
円
。官
地
に
居
住
す
る
者
の
中
か
ら
取
締
人
を
選

定
し
て
、不
都
合
の
な
い
よ
う
に
運
営
す
る
こ
と
。

一
公
園
内
に
は
不
潔
な
も
の
が
無
き
よ
う
、朝
夕
に
園

内
清
掃
に
専
念
し
て
、常
に
清
潔
を
保
つ
よ
う
に
す

る
こ
と
。

一
遊
楽
の
た
め
茶
店
や
そ
の
ほ
か
の
休
憩
所
な
ど
を

設
置
し
た
い
も
の
は
、実
地
で
邪
魔
に
な
ら
な
い
場

所
に
は
許
可
す
る
の
で
、区
長
の
証
明
印
の
あ
る
書

面
を
も
っ
て
願
い
出
る
こ
と
。

一
荒
地
の
草
刈
り
は
許
可
す
る
の
で
、そ
の
都
度
で
出

入
り
す
る
ご
と
に
取
締
人
へ
届
け
出
る
こ
と
。も
し

も
申
告
の
無
い
者
が
、む
や
み
や
た
ら
に
鋸（
の
こ

ぎ
り
）等
の
刃
物
を
所
持
し
て
公
園
内
に
立
ち
入
っ

た
場
合
は
、こ
れ
を
取
り
押
さ
え
て
、す
み
や
か
に

府
庁
へ
訴
え
出
る
こ
と
。

一
取
締
人
は
、朝
夕
に
園
内
や
周
囲
を
確
認
し
て
、火

の
元
に
は
と
り
わ
け
注
意
を
払
う
こ
と
。

右
の
一
つ
一
つ
の
箇
条
を
堅
く
守
る
べ
き
も
の
で
る
。

明
治
六
年（
一
八
七
三
）九
月 

大
阪
府（
大
阪
府
庁
印
）。

『
摂
津
国
一
之
宮

 

住
吉
神
社
御
境
内
領
地
絵
図
面
』

　

江
戸
時
代
の
住
吉
社
領
の
全
域
を
描
い
た
絵
図

面
で
す
。作
成
年
代
は
、享
保
十
五
年(

一
七
三
〇)

検

地
の
北
島
新
田
か
ら
宝
暦
五
年(

一
七
五
五)

検
地
の

加
賀
屋
新
田
ま
で
の
記
載
が
あ
り
、 

そ
れ
以
降
の
新

田
の
名
称
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、一
七
〇
〇
年
代

中
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
領
域
に
は
、鳥
居
村
・
大
領
村
・
坂
之
井
村
・
新
町

村・青
蓮
寺
村・千
躰
村・殿
辻
村・沢
之
口
村・安
立

町・浜
口
村・南
浜
口
村・島
村
の
全
域
、住
吉
村・遠

里
小
野
村
・七
道
領
の
一
部
が
含
ま
れ
ま
す
。そ
れ
ら

社
領
内
に
お
け
る
神
社
・
仏
閣
の
ほ
か
、田
畑
・
建

家
・
河
川・
道
筋
な
ど
が
彩
色
で
描
写
さ
れ
、字
界
や

畔
道
の
様
子
が
細
か
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
絵
図
中
心
の
左
上
方
の
緑
色
が
住
吉
社
境
内
で
、

社
殿
や
松
樹
の
景
観
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。明
治

六
年(

一
八
七
三)

八
月
、こ
れ
ら
の
境
内
地
全
域
が
公

園
地
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。（
小
出
英
詞
）

絵
図
や
古
い
地
図
か
ら
見
る

住
吉
公
園
、住
吉
大
社
の

周
辺
の
地
理

　
天
保
年
間
、一
八
三
〇
年
代
後
半
に

描
か
れ
た
摂
津
国
の
南
部
、黒
線
で
当

時
の
住
吉
郡〔
白
〕、西
成
郡〔
緑
〕、東

成
郡〔
青
〕の
境
界
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。村
々
は
当
時
の
藩
政
村
で
あ
り
、明

治
以
降
の
再
編
を
通
じ
て
大
字
と
な

る
行
政
的
な
広
が
り
を
も
つ
地
名
の

最
小
単
位
で
す
。現
在
の
住
吉
区
を
中

心
と
す
る
町
名
の
発
祥
で
す
。

　

住
吉
大
社
は
上
町
台
地
崖
に
描
か

れ
た
林
の
広
が
り
の
中
に
住
吉
大
明

神
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。ま
た
赤

を
背
景
に
し
た
村
々
が
住
吉
社
領
で

す
。大
社
の
あ
る
住
吉
村
や
遠
里
小
野

村
、七
道
村
に
も
一
部
社
領
が
あ
り
ま

し
た（
２
面
絵
図
参
照
）。ま
た
、そ
の

他
の
村
々
の
多
く
は
幕
府
領
、旗
本
領

で
あ
り
、一
部
小
田
原
藩
、古
河
藩
、高

槻
藩
領
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
十
二
年
測
量
の
地
形
図
で

は
住
吉
大
社
か
ら
住
吉
公
園
に
か
け

て
、緑
で
敷
地
を
示
し
て
い
ま
す
。近
代

公
園
以
前
の
形
態
が
地
形
図
上
で
確

認
で
き
、２
面
の
江
戸
後
期
の
境
内
を

示
し
た
絵
図
と
あ
わ
せ
見
る
と
、そ
の

分
布
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。明
治
期
に

赤
色
で
付
し
て
い
る
村
名
は
、上
図
の

天
保
国
絵
図
と
対
照
し
て
く
だ
さ
い
。

西
成
郡
と
住
吉
郡
、明
治
二
十
九
年（
一

八
九
六
）よ
り
東
成
郡
域
に
あ
る
こ
と

も
よ
く
分
か
り
ま
す
。村
名
や
位
置
も

天
保
絵
図
と
対
照
し
て
く
だ
さ
い
。な

お
蒸
気
時
代
の
南
海
鉄
道（
一
八
九
八

年
ま
で
は
阪
堺
鉄
道
）の
住
吉
停
車
場

は
、電
化
後
の
一
九
一
七
年
に
閉
鎖
さ
れ

ま
し
た
。一
九
一
二
年
に
増
設
さ
れ
た
粉

浜
駅
と
住
吉
公
園
駅
の
間
に
位
置
し

て
い
ま
し
た
。（
４
面
に
続
く
）

天保の摂津国絵図  天保8年（1837）ごろ：国立公文書館アーカイブより

住吉神社の古文書と寺田家の測量図面から見た
公園地と境内地の移り変わり
　明治6年8月公園地の図は大阪府で初めて公園地
に指定された住吉公園の区域図です。この時の公園
区域は住吉神社の境内そのものであり、西は十三間
堀川まで、北と南は材木川、細江川に挟まれた範囲
でした。
　明治8年3月の図は、住吉神社から神事に支障があ
るため境内返還を要望した結果、同月23日に境内が
返還されたときの公園地との関係を示したもので
す。境内の区域は住吉神社の古文書から復元したも
ので、本殿区域と参道から成り、参道にはそり橋が
含まれています。
　その後も住吉神社は各種神事や神域保全のため
紀州街道以東を境内に返還されるよう要望を重ね
た結果、明治8年10月9日に図のように街道以東は
境内に復しましたが、田畑、屋敷地等は民地に払い
下げられることになりました。また、街道以西の公
園地も同様に長峡町東側と公園西側の田畑が公園
地から削除されることとなりました。区域について
は同年10月の寺田家文書の測量図を元にしました
が、明治8年10月には南西側民地に挟まれて公園地
が残されていることから、その後も公園区域の変遷
があったものと考えられます。（荒木美喜男）

明治6年8月公園地

明治8年10月境内地、公園地、官民民有地

明治8年3月境内地、公園地
明治22年（1889）測図の2万分の1（天王寺村、天保山）：国土地理院
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